
電
帳
法
と
は
、税
法
上
保
存
が
必
要
な「
帳

簿
」や
請
求
書
・
領
収
書
な
ど
の「
国
税
関
係

書
類
」を
、「
紙
」で
は
な
く「
電
子
デ
ー
タ
」

で
保
存
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
令
で

す
。対
象
と
な
る
税
法
は
所
得
税（
源
泉
所
得

税
を
除
く
）と
法
人
税
で
す
。よ
っ
て
、電
帳
法

の
対
応
が
必
要
な
社
会
福
祉
法
人
は
、法
人

税
を
申
告
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。

電
子
デ
ー
タ
の
保
存
方
法
は
、①
法
人
が

希
望
し
た
場
合
に
紙
の
代
わ
り
に
デ
ー
タ
で

の
保
存
が
認
め
ら
れ
る
帳
簿
書
類
と
②
デ
ー

タ
で
の
保
存
が
義
務
化
さ
れ
る
帳
簿
書
類
で

取
扱
い
が
異
な
り
ま
す（
図
A
）。

①
②
い
ず
れ
も
取
引
記
録
の
改
ざ
ん
な

ど
を
防
止
す
る
た
め
、デ
ー
タ
保
存
に
一
定

の
要
件
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。本
稿
で
は
、

義
務
化
さ
れ
る
②
の
電
子
取
引
を
解
説
し
ま

す
。た
だ
し
、法
人
税
を
申
告
し
て
お
り
、か

つ
申
告
対
象
の
事
業
で
電
子
取
引
を
行
う
社

会
福
祉
法
人
は
多
く
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す

（
図
B
）。
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法
人
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電
子
取
引
と
は
、注
文
書
･
契
約
書
･
送

り
状
･
領
収
書
･
見
積
書
･
請
求
書
な
ど

の
取
引
情
報
を
電
子
デ
ー
タ
で
や
り
と
り

す
る
取
引
を
い
い
ま
す
。例
え
ば
電
子
メ
ー

ル
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
、

D
V
D
等
の
記
憶
媒
体
で
の
授
受
が
該
当
し

ま
す
。本
年
1
月
以
降
の
電
子
取
引
に
つ
い

て
は
、図
C
の
要
件
を
満
た
し
て
デ
ー
タ
保

存
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

検
索
機
能
の
確
保
と
改
ざ
ん
防
止
措
置
の

対
応
は
、費
用
と
事
務
の
負
担
が
考
え
ら
れ

ま
す
。た
だ
し
、電
帳
法
対
応
の
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
な
く
て
も
簡
易
な
方
法
で
保
存
要
件

を
満
た
せ
ま
す
。例
え
ば
、検
索
機
能
の
確

保
を

（b）
紙
で
の
整
理
保
存
に
よ
っ
て
不
要

と
し
、改
ざ
ん
防
止
措
置
と
し
て
3
の
規
程

整
備
を
採
用
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、訂
正
削
除
の
防
止
に
関
す
る
規
程
は

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
例
示
が
あ
り

ま
す
。

●
社
会
福
祉
法
の
電
磁
的
記
録
と
の
比
較

電
帳
法
に
お
け
る
電
子
取
引
は
、社
会
福

祉
法
や
社
会
福
祉
法
人
の
モ
デ
ル
経
理
規
程

に
お
け
る「
電
磁
的
記
録
」と
は
法
令・取
扱

い
が
異
な
り
ま
す
。混
合
し
な
い
よ
う
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

電
子
帳
簿
保
存
法（
以
下
、電
帳

法
）改
正
対
応
の
猶
予
期
間
終
了

に
伴
い
、本
年
1
月
か
ら
電
子
取
引

に
関
す
る
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
が

本
格
的
に
開
始
し
ま
す
。社
会
福
祉

法
人
へ
の
影
響
に
つ
い
て
お
問
い
合

わ
せ
が
多
い
の
で
、義
務
化
の
対
象

と
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
ポ
イ
ン
ト

を
解
説
し
ま
す
。

電
子
帳
簿
保
存
法
へ
の
対
応

●
消
費
税
法
の
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
と
の
比
較

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、適
格

請
求
書
に
か
か
る
電
磁
的
記
録（
電
子
イ
ン

ボ
イ
ス
）に
関
す
る
規
定
が
あ
り
ま
す
が
、電

帳
法
の
電
子
取
引
と
取
扱
い
は
異
な
り
ま

す
。主
な
違
い
と
し
て
、適
格
請
求
書
を
電
子

デ
ー
タ
で
や
り
と
り
し
た
場
合
、消
費
税
法

で
は
紙
の
保
存
と
電
子
デ
ー
タ
の
保
存
い
ず

れ
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

消
費
税
の
申
告
を
し
て
い
る
法
人
は
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

図A　電帳法の対象と保存方法
種　類 対　象 保存方法

帳簿書類の
データ作成 PCで自ら作成 原則紙

要件を満たせばデータ保存も可

スキャナ
保存

入手した紙を
自らスキャン

原則紙
要件を満たせばデータ保存も可

電子取引 データで
入手・交付

データ保存が義務
（紙だけの保存は不可）

①①

①①

②②

社会福祉法人
法人税申告あり法人税申告あり

法人税申告なし法人税申告なし
電子取引あり

対応が必要対応が必要

図B　義務化の対象取引

公認会計士・税理士 川
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島田会計大阪事務所

※  (a)前々事業年度における売上高5000万円以下または(ｂ)電子取引をデータ
保存に加えて紙に印刷し日付と取引先ごとに整理している法人は、検索機能
の確保は不要となります。

図C　電子取引のデータ保存要件
要　　件 内　　容

システム概要書の備付 自社開発プログラムを使用する場合に限る

見読可能装置の備付等 データを確認できるディスプレイやプリンタ等

検索機能の確保（※） 取引日付、取引金額、取引先が検索対象

改ざん防止措置
（1～3いずれかを実施）

1. 電子データへのタイムスタンプ付与
2.  データの訂正削除に記録が残るまたは 

訂正削除ができないシステムの利用
3. 訂正削除の防止に関する規程整備

経営相談室だより
けいえいそうだんしつけいえいそうだんしつ
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